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開会 午前９時30分 

 

○議長（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和４年

豊能町議会９月定例会議を開会いたします。 

  皆様にはマスクの着用をしていただいて

おりますが、発言の際にもマスクを着用の

ままでお願いいたします。 

  また、傍聴につきましては、スペースの

関係上、傍聴者間の距離を取るために、本

会議場の傍聴席には定員20名のうち５名の

方のみ入っていただき、残りの方につきま

しては音声傍聴の形を取らせていただきま

すので御了承願います。 

  それでは定例会議に当たりまして町長よ

り挨拶がございます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員の皆様、おはようございます。 

  令和４年豊能町議会９月定例会議に当た

りまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては、平素から

町政運営に対し格別の御理解と御協力を賜

り、豊能町の発展と住民の福祉増進のため

日々御活躍いただいておりますこと、ここ

に厚く御礼申し上げます。 

  さて、新型コロナウイルス感染の状況で

ございますけれども、第６波の収束もまま

ならない中、オミクロン株の急激な拡大に

より第７波に突入しております。大阪府は

独自のモニタリング指標、ここで緊急事態

を示す赤信号に移行して、検査・医療提供

の逼迫状態、このことから、医療非常事態

宣言が発出され、９月の27日まで延長され

ております。感染者数の推移を見てまいり

ましても、高止まりの傾向で予断を許さな

い状況でございます。また、医療の逼迫は

続いております。基本的な感染対策ととも

に、高齢者の方々におかれましては４回目

のワクチン接種、どうぞよろしくお願い申

し上げます。本町ではこれまでもワクチン

接種体制の万全を期して進めておりますけ

れども、オミクロン株対応のワクチン接種

につきましても、今後、国からの指示、動

向を注意しながら、万全なる接種体制の確

立に努めてまいります。 

  そして先週金曜日でございますけれども、

９月２日、大阪880万人訓練が行われました。

議員の皆様も御参加をいただきまして誠に

ありがとうございます。改めまして災害対

応を再チェックしたところでございますけ

れども、地震だけではなく、昨今の異常気

象による大雨、土砂災害に警戒をしていか

なければなりません。先月、８月の17日か

ら18日にかけまして前線停滞による集中豪

雨がございました。本町では連続雨量が200

ミリを超える地点もございます。国道477の

通行止め、土砂崩れによる町道の通行止め

もございます。耕地等の被災も確認をして

おります。川の越流、護岸の損傷もありま

した。明日、強い勢力の11号が九州に接近

をすると。本当に前線が不安定な状況でご

ざいます。土砂災害に厳重な警戒が必要で

ございます。住民の皆様の安心・安全に万

全な体制で取り組んでまいりたいと存じま

す。 

  さて、本日提案させていただきます議案

は、報告案件１件、人事案件１件、条例制

定３件、条例改正５件、補正予算３件、そ

の他２件と、令和３年度一般会計歳入歳出

決算認定を初めとする認定６件、また、議

会最終日に追加議案を提出させていただき

たいと存じますけれども、それを含めます

と合計23件でございます。慎重に御審議を

賜り御決定くださいますようよろしくお願

い申し上げます。 
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  簡単ではございますけれども、開会に当

たりましての御挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  なお、９月定例会議の会議期間は、本日

から９月22日までの18日間といたします。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本会の会議録署名議員は、会議規則第123

条の規定により、７番・永谷幸弘議員及び

８番・永並啓議員を指名いたします。 

  日程第２「第５号報告 専決処分の報告

の件（和解及び損害賠償の額を定めること

について）」の報告を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  それでは、第５号報告、専決処分の報告

の件について御説明申し上げます。 

  議案書３ページをお開きください。 

  本件につきましては、和解及び損害賠償

の額を定めることについて、地方自治法第

180条第１項の規定により別記のとおり専決

処分にしたので、同条第２項の規定により

報告するものでございます。 

  議案書４ページを御覧ください。 

  専決日は令和４年８月８日でございます。

相手方につきましては議案書のとおりでご

ざいます。事故の概要につきましては、令

和４年３月１日午前10時50分頃、希望ケ丘

２丁目の見通しの悪い路上において、職員

が運転するパッカー車と相手方の原動機付

自転車が接触し、双方が損害を被ったもの

でございます。 

  和解の内容は、町の過失割合を20％、相

手方の過失割合を80％とし、町及び相手方

のおのおのの支払うべき損害賠償の額を相

殺し、相手側より本町に車両の修繕料14万

7,117円を損害賠償金として支払を受けるも

のでございます。 

  報告は以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第３「第30号議案 豊能町教育委員

会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  第30号議案、豊能町教育委員会委員の任

命につき同意を求めることにつきまして御

説明申し上げます。 

  経歴につきましては、お手元にお配りを

しております略歴書を御覧ください。 

  第30号議案、豊能町教育委員会委員の任

命につき同意を求めることについて。本件

は、本町教育委員会委員として御尽力いた

だきました川村新氏の任期が令和４年10月

22日に満了となることに伴い、その後任と

して小松郁夫氏を本町教育委員会委員に任

命したく存じますので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定により議会の同意を求めるものでござい

ます。 

  何とぞ御審議いただき同意賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  教育委員の任命について、豊能町に関わ

ってきた方なのかと思うんですけれども、

町長はどういう理由でこの方を任命された

のか、その理由を述べてほしいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 
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  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今回の任命に関しまして、どういう理由

かということでございますけれども、小松

郁夫氏、この方はこれまで教育行政に深く

関わりをお持ちで、幅広い御経験とそして

知識をお持ちでございます。今回、川村新

氏が任期満了に伴いまして辞退をされまし

たので、今回この小松氏を選任したわけで

ございます。この方におかれましては、豊

能町に深く関わりを持っておられます。も

とは小中一貫、この切れ目のない教育を行

うということで文科省の中にございます国

立教育政策研究所の要職も務められました。

そして私たちが参考として評価の高い京都

市立大原学院にも深く関わりを持っておら

れます。それまでの御経験を生かし、研修

会でありますとか視察、そういうところも

行かしていただき意見交換をさせていただ

きました。そして令和元年、平成31年４月

からは、東能勢小中学校の学校運営協議会

の顧問としても御活躍いただいております。

本町の学校現場にも足を運んでいただき、

本町の状況は非常によく御存じでございま

す。御経験から、本町にふさわしい学校、

保護者、地域、学校がそれぞれのお子様に

合った学びと育みを切れ目なく実現できる

よう、活発な議論、協議が行われると存じ

ております。本当にこの方々が、この小松

氏が私どもの教育行政に深く関わっていた

だくことに感謝をする次第でございます。

そして、川村新さんにおかれましては、こ

れまで非常に長い間教育行政に関わりをい

ただき、本当に感謝する次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○11番（高尾靖子君） 

  川村新様には長い間関わっていただいて、

本当にありがたく、お疲れさまでしたと申

し上げたいと思いますが、今回の方につき

ましては町外の方でありますけれども、遠

いことは理由にはならないと思うんですが、

その、こちらに来られることについては全

く支障がないというふうにお思いなのかど

うか、その点お聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答え申し上げます。 

  御本人の方ともお話をさせていただきま

した。そして、これまでも豊能町の中にた

くさん来ていただいて、その交通の便であ

りますとかそういう部分については全く問

題がない。今現在、小松氏は関西国際大学

のところの教授、神戸市そして尼崎、三木、

そこにあります学校の非常勤講師もされて

おられますけれども、移動に関して何ら問

題がないということでございます。さらに、

多様な教育委員会の委員様でございますの

で、それぞれの、柔軟に出席できる日にち

または時間、こういうものを調整されると

いうことを聞いておりますので、何ら支障

がないというように判断しております。 

○議長（管野英美子君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  永谷幸弘議員。 

○７番（永谷幸弘君） 

  永谷です。 

  小松郁夫さんにお話をされる前に豊能町

内の方にお話をされたのかどうか、この点

についてお伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  小松氏にお話の前に豊能町、これまでも



 

 1－7 

学校運営協議会の顧問をされておられます。

それぞれの方々ともお話をさせていただい

て、この学校運営協議会の運営に対して非

常に参考といいますか、力を発揮いただけ

るということの言葉もいただきましたので。 

○議長（管野英美子君） 

  塩川町長、ほかに当たったのかという質

問です。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ほかに当たった。はい。数名の方々に当

たりました。しかし、固辞をされたという

こともございます。何よりもこの小松氏、

今、深く関わっていただいておりますので、

そのものに期待をするということでお話を

させていただきました。 

○議長（管野英美子君） 

  よろしいですか。ほかにございませんか。 

  中川敦司議員。 

○４番（中川敦司君） 

  中川です。おはようございます。 

  今回、小松郁夫さんですね。この方を挙

げてきていただいておりますけれども、経

歴を見させていただきましたら物すごく、

非常にいろいろな立場で御活躍をされてき

た方というふうにお見受けさせていただき

ました。ちょっと私、思いましたのは、こ

れだけのすばらしい経歴をお持ちの方だっ

たら、教育委員というよりも教育長みたい

な、そんな立場でも頑張っていただけるに

ふさわしい、そのような方のようにも私ち

ょっと思えるんですけども、そのようなお

方をあえて委員さんというような形にさせ

ていただくいうことは別に問題ないのかな

と。その辺りちょっと気になりまして、あ

と教育長も当然いらっしゃいますけども、

その辺りうまいことやっていけるのかどう

か、その辺りちょっと心配かなと思いまし

て質問させていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私は全く心配がないと思っております。

快く引き受けていただき、学校の現場、そ

ういうところの中で今必要なものというの

は、学校運営協議会の中を、運営協議会の

中でしっかりと議論をするということで、

そのお力を発揮していただけるということ

でございますので、教育長とそして教育委

員の全ての皆様方と一緒に協議をし、子ど

もたちの育み、そして学びをしっかりと作

っていただけるということで、大変期待を

しておりますし、本当に議員がおっしゃら

れるように、本当にすばらしい経歴の持ち

主でございますけれども、その知識経験を

この豊能町の学校の中に生かしていただき、

魅力ある学校をしっかりと作ってまいりた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  よろしいですか。ほかに質疑ございませ

んか。質疑を。 

  永並議員。 

○８番（永並 啓君） 

  何点か質問させていただきます。 

  町長は１時間程度ということをおっしゃ

られてたんですけど、私はちょっと大原か

ら１時間で来れるというふうには到底想定

できなくて、２時間ぐらいかかるんではな

いかなとは思ってるんですけど、そこの確

認ですね。それと、本当に、確かに意欲は

あったとしても、現実問題大原っていうと

雪降るんですよね。雪深くなるんですよね。

そういったときに、冬であって交通機関の

影響で来れないとか。それはじゃあ、それ

はしょうがないよねっていうふうになりが

ちなんですけど、いや、もともと町内の方

から選んでたらそういう問題って、リスク

って減らせるんですよね。やはり豊能町は
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教育の町ですから、教育委員会議っていう

ものを非常に重要視、私はしてるんですよ。

その中でそういったリスクはなるべく減ら

したいってなると、町内の方でっていうこ

とを考えるほうが自然なのかなっていうふ

うに私は思っています。その雪が降った場

合、そういった場合の対応なりを考えてお

られるのかっていうことをお聞きしたい。

それと、川村さんがまだ50代、若い、世代

的にはまだ若いと思うんですけど、世代の

バランスっていうのはどう考えているのか

なと。実際に年齢をお聞きすると、また高

齢者の方を推薦、出してこられている。も

ともと川村新さんまだ50代前半、たしかそ

うだったと思うんですけど、そしたらその

ぐらいの世代で探すっていうのが、バラン

スを見てもそのほうがいいんじゃないかな。

そういう試みっていうものはどう考えてい

るのかが全く見えてこないんですね。そこ

ら辺をちょっとお聞かせいただきたいなと。

それと、これまで他市町村から教育委員っ

ていうものを選ばれたのはどのくらいある

のかお聞かせいただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  通勤といいますか、私どもの教育委員会

の中に御参加をいただくそのリスクという

ところでございますけれども、小松先生、

お車でも運転されますけれども、お車の場

合に１時間ということでございます。確か

に電車ということになりますともう少し時

間がかかるかもしれませんけれども、大丈

夫であるということをおっしゃっていただ

いています。それから、やはり町内でとい

うことですけれども、今までの御経験を生

かし発揮をいただきたいというように存じ

ておるところでございます。それから町内

の委員ではなくてほかの市町村のところで

外部から来られてる方ということでござい

ますけれども、豊能地区の３市１町、それ

では豊中、箕面市は町外から、市外から受

け入れてられます。三島地区の４市町村で

いきますと、全ての・・・ 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  豊能町の中で他市町村。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  あ、それは私は存じ上げません。申し訳

ございません。調べさせていただきまして

回答させていただいてよろしいでしょうか。

委員の中でいきますと、御指摘のとおり、

様々な分野ということで、お住まいという

ところでいきますと医療ということで、馬

渡委員のほうが、の方は町外におられる方

でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  年齢バランスのことを。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  年齢。はい。確かに年齢というところは

あるかも分かりませんけれども、現在これ

までも闊達な議論もしていただいていると

お聞きをしております。十分その年齢の構

成というところよりも、経験とそして早く

学びを切れ目なくスタートする学校という

魅力付けの、魅力ある学校を作っていくに

はこの方がふさわしいと思って、私のほう

は任命をさせていただきたいと存じますの

で、どうぞ御理解いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  こども未来部のほうで答えられますか。 

（発言する者あり） 

○議長（管野英美子君） 

  記憶にはないということですね。 
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  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ここまで来られるっていうところが、あ

えて、ほかの地域とかなら全然まだ、リス

クとしては捉えないんですけど、大原って

いうと本当に山の中なので、それで雪深い

というところがあるので、そういったこと

を非常に懸念はするところではあるんです

ね。やはり任命したからには、我々も同意

をしたからには、その後どういうような活

動をしているかというのは責任があるんで

すよね。だから、他市町村から選ぶってい

うことが多分これまでないわけなんです。

ないと思うんですよ。去年の馬渡先生のと

き以来はね。というと、何が言いたいかっ

ていうと、町長はそこの趣旨を本当に理解

していただきたいのは、ほかの市、他市が

どうこうじゃなくて、豊能町の教育を作っ

てこられたのが豊能町内におられる住民の

方、教育委員の方で、これまで教育の町豊

能町っていうものを作ってこられたってい

うのが豊能町の歴史だと考えているんです

ね。それをあえて、町内に人材が誰もいな

い、何十人も当たって全然いなかった、だ

からもうしょうがないから町外ですよねっ

ていうならそれなりに納得するんですけど、

何かあまり当たられた形跡もなく、世代の

こともあんまり積極的に当たられたってい

う感覚が受け取れないもんですから、いや

それだったらもうちょっと真剣に当たって

からでもいいんじゃないかなっていうふう

に考えた次第なので、やはりそこら辺はも

うちょっと、豊能町のいろいろな委員会作

りますよね。その中でやはり世代っていう

もののバランスって、特に教育に関しては

非常に重要だと思うんですね。だって実際

に教育をしてる方ですから。実際に子ども

の子育てをしてる現役世代に教育委員がい

ないっていうところは非常に問題だと思っ

ているので、やはりそこの部分というもの

は非常に重要に考えて、今回、川村新さん

が退任された。じゃあその後任にはやはり

同じぐらいの感覚を持たれた同世代の、現

役で子育てをされてる方っていうのを必死

で探すっていうことが僕は筋じゃないかと

思うんですけど、そこら辺はいかがお考え

ですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  年齢バランス、そして経験、そして豊能

町でこれまでも深く関わってこられた、そ

して子育て世代ということでございますけ

れども、教育委員さんにおかれましては教

育、学術、文化、見識をお持ちの方、そし

て委員の職業に偏りがないこと、保護者を

含むということでございます。その教育に

関して深い関心と熱意があるという方でご

ざいますので、これまでも当たってまいり

ましたけれども、この方に白羽の矢を立て

てこの豊能町の魅力をしっかりと作ってい

ただけるように頑張っていただきたいとい

うように存じております。全体のバランス

等々も最初から考慮し、それらを超える内

容の方をお迎えができるということで確信

をしておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  だから僕はそれがあまり感じられないと。

数名の方、数名だったらそれはいないよね。

ちょっと年齢的にもって断られる方もいる

し。我々もいろいろ、選挙管理委員などを

選ぼうとする場合、やはり年齢というもの

は出てくるんです。70代後半ぐらいになる

とやはり年齢的にしんどいよねっていって
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断られる方もおられるんですけど、この方

は２期やられるともう80を超えてしまうの

かなというような年齢の方ですよね。やは

り現役世代がいない、抜けた穴に現役世代

を入れないというところは、僕は非常に違

和感を覚えてしまいますね。やはり何より

も、町長が今答弁されてることの説得力と

いうのがあまり感じられない。いろいろな

とこ行って何十人も当たって、そういうこ

とを言ってくれたらいいけど、数名の方だ

ったら、いやそれは見つかりませんよって

どうしてもなっちゃうんですよ。そういう

ときはもう、本当に豊能町の教育のことを

考えるんであれば、もっと何十人当たって、

ちょっと時間かかったとしても当たって口

説き落としてっていうほうが私は豊能町の

教育の未来にとっていいようになるんでは

ないかというふうに考えているので、そこ

ら辺はもう答弁は結構ですけど、私の意見

であります。 

○議長（管野英美子君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  川上議員。 

○12番（川上 勲君） 

  今ちょっと、今までの議論でおかしいな

と思っとったのがありますんで、その辺を

質問したいと思います。この人が豊能町内

あるいは近隣の市町で、市であれば別に問

題ないかなと思うけども、京都の大原であ

り、年が75歳でっか。私より１年上ですわ。

もう４年間したら79ですわ。この方は運転

手付の車で来られまんのんか。それをちょ

っとお伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  御自身も運転されますし、それから御家

族が運転されるということも聞いておりま

す。そして電車でも通勤されるというとこ

ろでございますので、交通手段につきまし

ては前後の関係もあるかと存じます。 

○議長（管野英美子君） 

  こちらに来るときどのようにという質問

だと思いますが。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今のところはお車でというところを聞い

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  車であればね、京都の大原から１時間で

絶対来られませんわ。誰が考えても。豊能町

まで。暴走族みたいな人でっか。ちょっとお

聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  暴走族ではもちろんございません。安全

運転をしっかりとしていただけるというと

ころでございます。車そして電車というと

ころの交通の便も含めて、御検討いただく。

その開催期間に関しましては、これまでも

教育委員会の日時は柔軟に対応いただいて

おりますので、それらを併せて柔軟に対応

いただけるものと思っております。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  １時間で来れるか来れないか。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  １時間かどうか再度確かめさせていただ

きますけれども、１時間を超えるかも分か

りませんけれども、小松先生のほうからは

そういうふうにお伺いをしてるというとこ

ろでございますので、御理解いただきたい

と思います。 
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○議長（管野英美子君） 

  川上勲議員。 

○12番（川上 勲君） 

  大原から京都市内までどれぐらいかかる

か私は知りませんけども、うちから京都ま

で大方小一時間かかりまんのや。北、北東

のほうでんな、大原いうのは、神戸市の。 

○議長（管野英美子君） 

  京都市です。 

○12番（川上 勲君） 

  京都のね、北東のほうでんな。せやから

さっき、１時間程度で来られるって答弁あ

りましたやろ。せやから私、質問してまん

のや。それやっぱりきちっと調べて答弁せ

んとあかんと思いますわ。 

  ほんでもう一つは、若い40代、50代であ

れば普通に運転できるけども、もう70超え

て後期高齢者ですわ。普通に運転できひん。

余計ゆっくりになったら余計時間かかりま

す。時間かかってもかめへんのはかめへん

ねんけども、やっぱりきちっとした答弁を

してもらわんとね。おかしいなという答弁

やったら具合悪いと思いまっせ。もう一遍

その交通でどれぐらいかかるやきっちり把

握してもらうことが必要やと思いますわ。 

  以上、もう答弁要りません。 

○議長（管野英美子君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  ないようですので質疑を終結いたします。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は放

送をもってお知らせいたします。 

（午前10時03分 休憩） 

（午前10時25分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おわびを申し上げたいと思います。私の

ほうが１時間程度という言葉を発してしま

いましたけれども、確かめずに発言をした

ということでございます。改めて訂正をさ

せていただきまして、１時間以上、半から

２時間というところが全体の中だと思いま

す。深くおわびを申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  入江こども未来部長。 

○こども未来部長（入江太志君） 

  お尋ねの、過去に町外から教育委員さん

を招いたことがあるのかということに関し

ましては、現在、馬渡委員が町外の方、そ

れ以外は、ちょっと過去さかのぼってるん

ですけど、町外の方はちょっと確認はでき

ないということで、町外の方は私の記憶し

てる限りいらっしゃらないのかなというよ

うなことでございます。 

  あと、小松先生がこちらに来られる場合

の手段というかあれですが、何も支障がな

ければ御自宅から車で来られたり、あるい

は何かの会議とかでございましたら、例え

ば地下鉄、あるいは阪急電車とかで阪急茨

木のほうから、そこまで公用車でお迎えに

いくとかいうような形で考えております。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  これより討論を行います。 

  秋元美智子議員。 

○10番（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  第30号議案に対して反対の討論をさせて

いただきます。 

  まず小松氏におかれましては、東地区の

学校運営協議会の顧問として御尽力いただ

いてますこと、まずはこの場をおかりいた

しまして深く感謝申し上げたいと存じます。

基本的に人事案件については賛成の立場を

とらせていただくことを信条としておりま
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すが、子どもたちの教育の環境の充実を考

えたときにどうしても譲れない一つがあり

ます。これまで度々教育委員会会議を傍聴

させていただいてきた中で、子どもたちの、

保護者の、親たちの目に見えない、声にな

らない声をいかに早くキャッチし応えてい

くか。委員一人一人の取組の深さに頭の下

がる思いがしてきました。とともに、日常

生活の中で地域の人とのつながりを、また

町の歴史や地理など、それも生きた知識と

して持っていることの大切さ、重要性を実

感させられてまいりました。足元の豊能町

の生活に根差した活動、その始点となる土

台は一朝一夕に作れるものでは、できない

ものです。私は30年前にこの議場に席をい

ただきました。依頼、私の知る限り、この

豊能町は教育委員長以外常に豊能町民、ま

たは豊能町に関わる人が教育委員会を、教

育委員を担ってまいりました。お一人お一

人の教育委員が持っている、持っていた、

足元の豊能町に根差した生活が、その活動

が、横に広がり、つながり、積み重なり、

よき流れとなって身近な教育委員会となり、

そして何より教育のまち豊能へと作り上げ

てまいりました。学校再編へ向かう大事な

時期です。地域とともにある学校に不可欠

なのは、地域の子どもたちを初め住民とと

もにある身近な教育委員会ではないかと私

は考えております。町長には、地域に暮ら

し地域の実情を肌で知る教育委員の存在の

重要性をいま一度考えていただきたく申し

上げて、反対の討論とさせていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  次に、賛成討論はございませんか。 

  吉田議員。 

○３番（吉田正子君） 

  こんにちは、３番、吉田でございます。

今回の小松郁夫氏の任命について賛成をさ

せていただきます。 

  豊能町の教育に携わっていただいており

ますし、皆さんも先ほど言われましたよう

に、教育長になっていただきたいぐらいの

方だということは言われております。私は、

これからは豊能町のことも知っていただく、

委員そしてまた外の、外から見た豊能町を

言っていただけるような、助言をしていた

だける方を、やっぱし小松さんという方に

お願いしたいと思います。これから豊能町

は大変なことがいろいろ起こってきます。

ですから余計にそういう人が必要だという

ことで、私は小松郁夫さんの任命を賛成さ

せていただきます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  次に、反対討論ございませんか。 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ８番、永並啓です。反対の討論をさせて

いただきます。 

  この方は大変経歴を見た限りでもすばら

しい方というのは分かることで、この方と

どうのこうのと言ってるわけではなく、私

はこれまでの豊能町のことを考えると、こ

れまで豊能町、他市町村に比べて教育には

熱心であり、教育のまち豊能町として他市

町村にも知れ渡っている部分ではあると思

います。その豊能町を作ってこられたのは

やはり町内にいる豊能町の方、教育委員の

方々だと、私はあると考えております。こ

れまで他市町村から教育委員を選んだこと

がないにも関わらず、あえて他市町村から

選ぶというのはそれ相応の理由が必要なの

かなというふうに考えます。町長は数名の

方にお尋ねしましたけどもということでお

っしゃられていますが、やはり本当に豊能

町の中から人材を活用するということを考

えると、やはり何十名、もっとそういうと

ころに尽力をしていただいて、それでも見
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つからなかったということであればしょう

がないよねってはなるんですけども、やは

りもっと豊能町の中には魅力ある人材、も

っと活躍してほしいなという人材はたくさ

んおられます。そういった方を使わないで

何がまちづくりかっていうようなところに

僕は基本的なところがあります。私は基本

的にもっと豊能町に住んでおられる住民の

方の力を活用して豊能町のまちづくりを盛

り上げていきたいと考えておりますので、

さらに今回退任された川村さんが50代前半

です。現役の子育てをされながらずっと教

育委員をされてきました。やはり前任者が

退任されたら同じような人材、教育委員の

バランスというものも考える必要があると

思います。やはり高齢化していますが、実

際に教育に携わっているのは３、４、50代

の保護者の方がほとんどであります。やは

りそういった方の声というものを真摯に受

け止めるためには、教育委員という場にも

そういう世代の方がなっていただくことが

非常に重要であると考えています。私はも

う教育長と教育委員という在り方は首長と

議員の在り方に近いと考えています。首長

は当然、いろいろな見識から他市町村に住

んでおられても全然問題ありません。ただ

議員は地域の声を上げるという役割があり

ますので、やはり地域に住んでいなければ

ならないという制約がございます。教育委

員にはそこまでの制限はございませんが、

やはり教育長っていうものは他市町村にい

たとしても、教育委員は様々な地域の学校

の声、身近な学校の声をどんどん吸い上げ

ていく、こういう役割に徹していただくと

なると、やはり日頃から学校の近くに住ん

でおられ、地域の子どもたちを見つめ、そ

ういった方になっていただくほうがふさわ

しいと考えておりますので、この人事案件

に関しては反対の立場をとらせていただき

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  次に、賛成討論はございませんか。 

  小寺議員。 

○９番（小寺正人君） 

  ９番の小寺正人でございます。 

  今回の人事案件に関しまして、私はこの

豊能町が初めてコミュニティスクールを発

足させたと、そのときに学校運営協議会、

この役割は、果たす役割は重要なものとな

る、これが中心となっていく新しいシステ

ムであります。これを今まで小松氏は経験

をされてるわけですね、実際に。その経験

を活かしたいという狙いが一つあると考え

ます。もう一つは長い知識というのかな、

深い知識を持っておられるので、この人の

知見を活かしたいと、こういう狙いがある

ものと考えています。そういう意見を持っ

てる人っていうのはそうざらにあるわけじ

ゃないので、外から必要な方であるという

ことを認識されて呼んでこられるわけであ

りますから、この人事案件はぜひとも通さ

ないといけないことであると考えてます。

そもそも教育委員会の委員は４名プラス教

育長で５人でずっと豊能町はやってきて、

１人加わって５人プラス１人の６人になっ

てるわけです。その中の１人として考えれ

ば地域の住民の利益を害したということに

はならないと思いますので、ぜひ皆さんの

賛同をお願いいたします。賛成討論としま

す。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  次に、反対討論はございませんか。 

  ほかに討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  ないようですので討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 



 

 1－14 

  第30号議案は、原案のとおり同意するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（多数起立８：２） 

○議長（管野英美子君） 

  起立多数です。 

  よって、第30号議案は同意することに決

定しました。 

  日程第４「第35号議案 職員の定年等に

関する条例改正の件」、日程第５「第31号

議案 地方公務員法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

制定の件」及び日程第６「第32号議案 豊

能町職員の降給に関する条例制定の件」、

以上３件については提案理由が関係するも

のでございますので、一括議題にしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、日程第４「第35号議案」、日程

第５「第31号議案」及び日程第６「第32号

議案」を一括議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  議会で承認をいただきましたので、35号、

31号、32号議案はそれぞれ関連しておりま

すため一括で説明をさせていただきます。 

  まず、35号議案、職員の定年等に関する

条例改正の件について御説明申し上げます。

議案書の31ページから44ページ並びに条例

の概要資料、新旧対照表を併せて御覧くだ

さい。 

  本件は、地方公務員法の改正内容に準じ

一般職の職員の定年延長制度に関し所用の

改正を行うものでございます。 

  それでは条例の改正内容について御説明

申し上げます。 

  第１条では職員の定年等に関する条例の

趣旨を規定していますが、今回の改正で定

年前再任用短時間勤務職員の任用及び管理

監督職勤務上限年齢、以降「役職定年」と

申し上げます、による降給等を規定するこ

とから、引用する地方公務員法の条項を改

めるものでございます。第３条では職員の

定年年齢の規定を60歳から65歳に改めるも

のです。国民健康保険国保診療所において

医療勤務に従事する医師及び歯科医師の定

年は65歳と規定していたことから削除する

ものでございます。第４条では定年退職日

の翌日から起算して１年を超えない範囲内

で引き続き勤務することができることを規

定していますが、任期の特例により延長さ

れた職員については３年以内まで可能とす

るよう規定するものでございます。第６条

では役職定年の対象となる管理職を管理職

手当の支給対象者と規定するものでござい

ます。第７条では役職定年を60歳と規定す

るものでございます。第８条では役職定年

による降給等についての配慮事項を規定す

るものでございます。第９条では役職定年

年齢に到達後、職員職務の特殊性により３

年を超えない範囲で勤務することを可能と

することをする内容を規定するものでござ

います。第10条では勤務延長の規定により、

規定より期間を延長する場合に職員の同意

を必要とすることを規定するものでござい

ます。第11条では勤務延長された後にその

事由が消滅したときにほかの職へ降任等す

ることができることを規定するものでござ

います。第12条では年齢60歳に到達した後

の退職者について、その者の定年退職相当

日までの間、定年前再任用短時間勤務職員

として任用できることを規定するものでご

ざいます。 

  附則といたしまして、この条例は令和５

年４月１日から施行するものでございます
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が、制定附則第４項に規定する60歳到達以

降の任用形態、給与等の必要な情報を提供、

意思確認することにつきましては公布の日

から施行するものです。また、制定附則第

３項では定年年齢に関する経過措置を定め

るもので、令和５年４月１日から令和13年

３月31日までの間における定年年齢を61歳

から64歳とするものです。 

  続きまして、第31号議案、地方公務員法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例制定の件について御

説明申し上げます。議案書の６ページから

20ページ及び条例の概要資料を併せて御覧

ください。 

  本件は地方公務員法の一部を改正する法

律の施行に伴い、令和５年４月１日から導

入される職員の定年延長制度に係る関係条

例において所要の改正を行うものでござい

ます。 

  それでは関係条例の改正内容について御

説明申し上げます。 

  第１条では職員の定年等に関する条例の

改正により、60歳に達した職員を定年前再

任用短時間勤務職員として採用できること

を規定したことにより、職員の再任用に関

する条例を廃止するものでございます。第

２条では職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例を改正し、定年延長により降給して

いる場合の減給額を定めるものでございま

す。第３条では公益的法人等への職員の派

遣等に関する条例を改正し、公益的法人等

への派遣をすることができない職員につい

て、役職定年の延長を受けている職員とす

るものでございます。第４条では外国の地

方公共団体の機関等に派遣される職員の処

遇等に関する条例を改正し、外国の地方公

共団体の機関等への派遣をすることができ

ない職員について、役職定年の延長を受け

ている職員とするものでございます。第５

条では職員の勤務時間、休日・休暇等に関

する条例を改正し、再任用短時間勤務職員

の文言を定年前再任用短時間勤務職員に改

めるものでございます。第６条では豊能町

職員の育児休業等に関する条例を改正し、

育児休業または育児短時間勤務をすること

ができない職員について、役職定年の延長

を受けている職員とし、再任用短時間勤務

職員の文言を定年前再任用短時間勤務職員

に改めるものでございます。第７条では人

事行政の運営等の状況の公表に関する条例

を改正し、地方公務員法の改正による運用

条項を整理するものでございます。第８条

では豊能町一般職の職員の給与に関する条

例を改正し、再任用職員及び再任用短時間

勤務職員の文言を定年前再任用短時間勤務

職員に改め、附則において60歳に達した最

初の４月１日以降の給与月額について100分

の70と定め、地方公務員法の改正による引

用条項及び文言を整理するものでございま

す。また役職定年による降給の方法につい

て定めるものでございます。第９条では職

員の退職手当に関する条例を改正し、退職

手当の基本額の特例措置を追加するもので

ございます。また、早期退職の年齢を定年

65歳から20年を減じた年齢以上と改め、地

方公務員法の改正による引用条項及び文言

を整理するものでございます。また、雇用

保険法の一部を改正する法律の改正内容に

準じて、失業等給付に係る暫定措置の継続

等の対象について定めるものでございます。

附則といたしまして、この条例は令和５年

４月１日から施行するものでございます。 

  引き続き、第32号議案、豊能町職員の降

給に関する条例制定の件について御説明申

し上げます。議案書の21ページから24ペー

ジ及び条例の概要資料を併せて御覧くださ

い。 

  本件は、地方公務員法の一部を改正する
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法律の改正により国家公務員に準じた職員

管理を行うもので、先ほど第35号議案とし

て説明いたしました職員の定年に関する条

例の改正により、令和５年４月１日から職

員の定年年齢の引上げが行われることにな

ります。令和５年３月31日現在、管理監督

職である職員につきましては管理監督職勤

務上限年齢、以下「役職年齢」と言います、

により４月１日付で非管理監督職に降給す

ることとなりますが、現在本町には役職定

年により降給する根拠となる条例がないこ

とから今回制定するものでございます。 

  それでは、条例の制定内容について御説

明申し上げます。第１条は本条例の目的を

規定するもので、職員の意に反する降給に

関し必要な事項を規定することを定めるも

のでございます。第２条は降給の種類を規

定するもので、降給の種類は降格及び降号

の２種類であることを規定し、役職定年制

により現在の管理監督職から非管理監督職

にすることを降給として定めるものでござ

います。第３条及び第４条は降給の事由を

定めるもので、役職定年制により現在の職

務の級より下位の職務の級に分類された職

務を遂行することとなった場合のほか、勤

務成績が良好でない場合を定めるものでご

ざいます。第５条は降給させる場合にはそ

の旨を記載した書面を当該職員に交付して

行わなければならないことを定めるもので

ございます。附則といたしまして、この条

例は令和５年４月１日から施行するもので

す。 

  説明は以上です。御審議いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第７「第33号議案 豊能町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条

例制定の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  それでは、第33号議案、豊能町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条

例制定の件について御説明申し上げます。 

  議案書の25ページをお開きください。 

  本年４月に豊能町が過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法、以下「過疎

特措法」と略させていただきます、により

過疎地域となり、同法に基づき策定する豊

能町過疎地域持続的発展計画、以下「過疎

計画」と略させていただきます、において

産業振興のために設定する区域及び業種に

ついて固定資産税の課税を免除し、企業誘

致、設備投資の促進、雇用機会の創出等に

より地域経済の発展に資することを目的に、

課税免除について必要な事項を定めるため

設定しようとするものです。なお、本条例

については過疎計画案の21ページに記載さ

れている産業振興促進事業に関連するもの

となります。 

  それでは、条例の概要説明資料に沿って

説明を申し上げますので、資料を併せて御

覧ください。 

  制定する条例の名称は、豊能町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条

例です。条例の内容について御説明いたし

ます。条例は第１条から第７条までの全７

条で構成しています。第１条は過疎特措法

に基づいて定めた計画に記載された産業振

興区域、計画では町内全域ということにな

っております、であること。振興すべき業

種及び固定資産税の課税免除を行うことに

ついて必要な事項を定める旨を規定してい

ます。第２条は課税免除となる固定資産の

取得期間及び対象について規定しています。

課税免除となる設備等の取得期間は令和４

年４月１日から令和６年３月31日としてい

ます。期間の始まりの令和４年４月１日は
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過疎地域として公示された日、期間終了の

令和６年３月31日については総務省令に合

わせたもので、この政令に対応する形で町

の条例も規定しているものです。なお、こ

の政令は課税免除で減額となった固定資産

税のうち75％を交付税で措置する旨の規定

も定められています、また、設備の取得期

間の終了に合わせてその期間が延長されて

いることから、今後も政令の改正に合わせ

てその都度条例も改正する必要があると考

えています。 

  次に、課税免除の対象となる業種と設備

取得についてですが、業種は製造業、情報

サービス業等、農林水産物等販売業、旅館

業で情報サービス業等にはインターネット

付随サービス業や通信販売、使用調査など

も含まれ、旅館業は下宿業を除くものが対

象となります。また、課税の対象となる設

備の取得は資本金の額で区分しており、資

本金が5,000万円以上の事業者の場合、500

万円以上の設備を取得した場合が対象とな

ります。なお、農林水産物等販売業や情報

サービス業等につきましては、資本金の額

に関わらず500万円以上の設備を取得した場

合が対象となります。第３条は課税の期間

について規定しています。課税免除の期間

について規定しています。課税免除の期間

は新たに固定資産税が課税されることにな

ってから３年間としています。なお、固定

資産税の課税は毎年１月１日現在の所有者

に課税されますので、今回条例を可決いた

だいた場合、令和５年の課税分から課税免

除の対象となります。次の４条から６条は

課税免除の申請、決定及び取消し等の事務

の事務処理の取扱いを規定しています。ま

た、第７条は事務処理に関して規則への委

任を規定したものとなっております。なお、

本条例は公布の日から施行となります。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

きまして御決定賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第８「第34号議案 豊能町議会議員

及び豊能町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例改正の件」を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  それでは、第34号議案、豊能町議会議員

及び豊能町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例改正の件について説明

させていただきます。議案書の29ページを

御覧ください。議案概要、新旧対照表につ

いても併せて御覧ください。 

  本件は、公職選挙法施行令の改正に伴い、

選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビ

ラ等の作成の公営に係る経費に係る限度額

を改正するものでございます。 

  議案書の30ページを御覧ください。 

  まず第４条は選挙運動用の自動車の使用

の公費の支払でございます。選挙運動用自

動車の借入れについては、１万5,800円から

１万6,100円に、選挙運動用自動車の燃料代

金については7,560円から7,700円にそれぞ

れ金額の改正を行うものです。続きまして

第６条第２項、選挙運動用ビラの作成の公

費負担及び第８条は選挙運動用ビラの作成

の公費の支払でございます。選挙運動用ビ

ラ１枚当たりの限度額を７円51銭から７円

73銭に金額の改正を行うものです。続きま

して第９条第２項は選挙運動用ポスターの

作成の公費負担でございます。印刷費１枚

当たりの限度額を525円６銭から541円31銭

に、企画費については31万500円から31万

6,250円にそれぞれ金額の改正を行うもので

ございます。なお、附則といたしまして、

施行期日としてこの条例は公布の日から施
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行することとし、適用区分として施行の日

以後その期日を告示される選挙から適用す

ることについて規定するものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議いただき御決定賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第９「第36号議案 豊能町職員の育

児休業等に関する条例改正の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  第36号議案、豊能町職員の育児休業等に

関する条例改正の件について御説明申し上

げます。議案書の45ページから49ページ並

びに条例の概要資料、新旧対照表を併せて

御覧ください。 

  本件は地方公務員法の育児休業等に関す

る法律の改正に伴い育児休業の取得要件を

緩和するため所要の改正を行うものでござ

います。 

  それでは、条例の改正内容について御説

明申し上げます。 

  第２条は非常勤の任期要件でございます。

育児休業することができる非常勤職員の任

期の要件につきまして、民間の有期雇用労

働者の出生時育児休業の取得要件を踏まえ

て、現行の要件に、この出生の日から57日

間が経過した日から６月を経過する日まで

に任期が満了及び任期の継続が明らかでな

い場合との要件を追加するものでございま

す。また、育児休業することができる非常

勤職員の要件を、１歳到達の翌日を初日と

する育児休業する職員としていましたが、

夫婦交代で育児休業する場合は１歳２か月

到達日または配偶者の育児休業終了の翌日

を初日とする育児休業をする職員との要件

を追加するものでございます。第２条の３

及び第２条の４は、１歳６か月または２歳

まで育児休業ができる非常勤職員の要件を

規定していますが、非常勤職員の育児休業

の取得の柔軟化を図るため、育児休業の開

始が１歳到達日または１歳６か月到達日の

翌日からであるところを、配偶者がこの１

歳または１歳６か月到達日の翌日以降に育

児休業をしている場合で、その育児休業に

引き続き育児休業をしようとする場合にも

可能とする要件を追加するものでございま

す。これにより、期間の途中で夫婦交代で

の取得も可能となるものでございます。ま

た、民間法制同様にそれぞれの期間での取

得回数を１回とするものでございます。 

  条例第３条は取得回数の特例規定で、育

児休業等計画書に事前に申し出ている場合

に限り再度の育児休業ができると規定して

いましたが、地方公務員の育児休業等に関

する法律が改正され、取得回数が緩和され

たことにより、この規定が必要ないことか

ら削除し、育児休業できる職員に非常勤職

員に加えて任期付職員を追加するものでご

ざいます。 

  第11条は育児短時間勤務の申出方法を、

育児休業等計画書から育児短時間休業等計

画書に改めるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は令和４

年10月１日から施行するものです。 

  なお、施行日前に育児休業等計画書を提

出した職員に対するこの条例による改正前

の第３条及び第11条の規定の適用について

は、改正前の条例によるものとします。 

  説明は以上です。よろしく御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第10「第37号議案 豊能町税条例等

改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  それでは、第37号議案、豊能町税条例等

改正の件について御説明申し上げます。議

案書の51ページをお開きください。 

  本件は地方税法等の改正に伴い、本町税

条例において所要の改正を行うものです。 

  条例の概要説明資料に沿って御説明申し

上げますので、概要説明資料も併せて御覧

ください。 

  第１条関係の個人住民税について、(1)か

ら順次御説明させていただきます。(1)上場

株式等の配当所得等については、個人住民

税において所得税と異なる課税方式の選択

が可能とされていましたが、これを所得税

の確定申告で選択した方式と合わせるもの

でございます。(2)配偶者特別控除の適用を

受けようとする公的年金等の受給者には、

町府民税の申告書の提出が必要とされてい

ますが、税務署等に扶養親族に関する申告

書が提出されている場合は、その扶養の状

況により町府民税の申告書の提出が不要と

なる場合があるため、それに対応するよう

規定の整備を行うものです。(3)給与所得者

及び公的年金等の受給者の扶養親族等報告

書について、配偶者に退職所得がある場合

正確な課税情報が得られるよう、その氏名

の記載が義務付けられました。また、それ

に合わせて申告書の様式を変更するなどの

整備も併せて行っています。(4)地方税法の

改正に伴い生じた条項のずれを修正するも

のでございます。(5)個人住民税における住

宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ロ

ーン控除の適用について、令和20年分の個

人住民税まで延長するとともに、その対象

となる家屋の居住の期限を令和３年12月31

日から令和７年12月31日までの４年間延長

するものでございます。次の(6)と(8)につ

いては１番目の上場株式等の配当所得等に

関連するもので、所得税の確定申告で選択

した方式と合わせるものでございます。(7)

の土地等を譲渡した場合の課税の特例につ

いては、優良な土地の譲渡所得に関して軽

減税率が適用されていましたが、上位法で

ある租税特別措置法の有効期限期間が終了

されることから削除となり、それに合わせ

て改正を行うものです。 

  次に固定資産税についてですが、下水道

除害施設に対する課税標準の特例割合が国

において見直されたことに伴い、本町で定

める特例割合についても４分の３から５分

の４に見直すものでございます。 

  次に３、その他についてですが、民法な

どの一部を改正する法律による不動産登記

法の改正が行われ、ＤＶ被害者などから登

記所に申出があった場合、登記事項証明書

に申出者の住所を記載せず、住所に代わる

事項を記載することとなりました。これに

伴い、町が交付する納税証明や固定資産税

課税台帳に記載されている事項の証明書に

加え、閲覧に供する固定資産税課税台帳に

ついても同様の取扱いとするために規定の

整備を行うものです。 

  次に第２条関係ですが、令和３年の12月

議会で御決定いただいた豊能町税条例の一

部を改正する法律について、令和６年の１

月１日を施行日としておりましたが、その

施行前に改めて文言等の整備が行われまし

たので今回改正を行うものです。施行に関

しましては第１条関係の２の(1)公布の日、

同じく第１条関係の個人住民税の１の(3)、

１の(5)、１の(7)につきましては令和５年

１月１日、また第１条関係の個人住民税の

(1)、１の(2)、同じく(4)、(6)、(8)につき

ましては令和６年１月１日、第１条関係の

３その他の納税証明書の改正関係につきま

しては令和６年４月１日、また第２条関係

の豊能町税条例の一部改正は令和５年１月
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１日にそれぞれ施行となります。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

きまして御決定賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第11「第38号議案 豊能町後期高齢

者医療に関する条例改正の件」を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  第38号議案、豊能町後期高齢者医療に関

する条例改正の件につきまして、提案理由

の説明をいたします。 

  本件につきましては、大阪府後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

の改正に伴いまして規定の整備を行うもの

でございます。 

  それでは議案書56ページ、また概要及び

新旧対照表を併せて御覧くださいませ。今

回の改正につきましては、当該条例におい

て引用してございます大阪府後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

条ずれに伴います規定の整備でございます。 

  第２条第８号中附則第５条第１項を、附

則第３条第１項に改めるものでございます。 

  なお、附則といたしましてこの条例の施

行は公布の日といたします。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定いただきますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第12「第39号議案 豊能町農地災害

復旧事業の施行について」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それでは、第39号議案、豊能町農地災害

復旧事業の施行についての件につきまして

御説明させていただきます。 

  土地改良法第96条の４第１項において読

み替えて準用する同法第87条の５第１項の

規定により、豊能町営土地改良事業を施行

することについて議会の議決を求めるもの

です。 

  提案理由といたしましては、令和４年７

月18日から19日までの豪雨により被災した

農地の災害復旧事業を施工するために、土

地改良法第87条の５第１項の規定に基づき

応急工事計画を定めて議会の議決を求める

ものでございます。 

  次のページを御覧ください。事業名とい

たしまして令和４年７月18日及び同月19日

の豪雨による災害復旧事業でございます。

２番、総事業費といたしまして300万円でご

ざいます。３番目として、事業施工場所で

すけども、こちらについては豊能町切畑

2198番地ほか２件の計３件で、これら全て

農地でございます。４番目、事業期間につ

いては令和４年９月から令和５年３月まで

とするものでございます。５番目、事業内

容ですが、令和４年７月18日及び19日の豪

雨により被災した畦畔を含む農地の復旧を

行い、従前の効用を回復するものでござい

ます。 

  なお、今回の農地災害については今月の

９月14日に国の査定を受ける予定となって

おります。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第13「第40号議案 豊能町過疎地域

持続的発展計画を定めることについて」を

議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仙波総務部長。 
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○総務部長（仙波英太朗君） 

  それでは、第40号議案、豊能町過疎地域

持続的発展計画を定めることについてを説

明いたします。 

  議案書の60ページを御覧ください。本町

は過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法、これ以降「過疎法」と略させて

いただきます。第43条の規定により読み替

えた過疎法第２条の規定を満たしたため、

令和４年４月１日付の公示により過疎地域

として指定されることとなりました。これ

により過疎法の規定に基づき国による財政

支援を受けることができることとなります

が、そのためには過疎法第８条の規定によ

る過疎地域持続的発展市町村計画を策定す

る必要がありますため、今回議会の議決を

求めるものです。 

  それでは別冊となっております豊能町過

疎地域持続的発展計画案を御覧ください。

以降この計画を「過疎計画」と略させてい

ただきます。 

  過疎計画の２ページをお開きください。

２ページは目次となっていますが、この計

画の構成として第１章は基本的な事項とし

て豊能町の地形や人口、行財政の状況及び

この過疎計画により目指す基本方針等につ

いて説明しています。第２章から第13章は

国の書式及び大阪府の計画に基づき町が取

り組む政策について、それぞれの分野ごと

に記載しており、章ごとに１．現状と課題、

２．その対策、３．事業計画、４．公共施

設等総合管理計画等の整合の４項目で構成

されています。 

  11ページをお開きください。第１章の４．

地域の持続的発展の基本方針ですが、この

過疎計画における施策展開は今年の３月に

策定しました豊能町総合まちづくり計画の

方針を基本として進めていくこととしてい

ます。 

  13ページをお開きください。過疎計画の

基本目標として目標人口を定める必要があ

りますが、目標人口は１万6,600人維持を目

指すとしています。６ページの将来推計人

口のグラフによると、総合まちづくり計画

の目標人口であります10年後の目標人口１

万5,000人を維持のためにはこの過疎計画の

計画期間である令和７年度時点で１万6,600

人を維持する必要があるため、計画上の目

標人口を１万6,600人とするものです。 

  14ページを御覧ください。７計画期間で

す。過疎計画の計画期間は令和４年４月１

日から令和８年３月31日の４年間としてお

ります。 

  15ページを御覧ください。第２章 移住・

定住・地域間交流の促進、人材育成です。

(1)移住・定住の促進、(2)地域間交流の促

進、(3)人材育成について、１．現状と課題

を整理した上で、２．その対策として空き

家の活用による移住者の受皿整備や交流人

口増加のための施設整備、地域の人材育成

を対策としています。 

  16ページをお開きください。次に３．事

業計画としてコミュニティ施設の整備など

地域間交流を促進する事業を上げています。 

  17ページをお開きください。４．公共施

設等総合管理計画との整合として、この章

における施設整備などは豊能町公共施設等

総合管理計画と整合している旨記載してお

ります。 

  続きまして18ページを御覧ください。第

３章 産業の振興です。本町の基幹産業であ

ります農業の振興を中心に、ブランディン

グの取組や適正な小規模開発による企業誘

致、観光の拠点の整備等による観光振興を

２．その対策としています。 

  20ページを御覧ください。事業計画には

ほ場整備事業や憩いの拠点（観光施設）整

備事業等を上げています。 
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  21ページを御覧ください。第３章には４．

産業振興促進事項の規定を設けています。

この項目は企業を誘致する際に税制優遇を

受けることが規定であります。 

  22ページを御覧ください。第４章 地域に

おける情報化です。デジタル技術の活用や

スマートシティの推進、防災行政無線の整

備を、２．その対策としています。 

  23ページを御覧ください。３．事業計画

として防災行政無線の整備や自治体ＤＸ推

進計画に基づく町の情報システムの標準化

及びスマートシティ推進事業を上げていま

す。 

  25ページを御覧ください。第５章 交通施

設の整備、交通手段の確保です。道路の計

画的な整備やＡＩオンデマンドなどの新し

い手法も活用した総合的な交通網の確保を

２．その対策としています。 

  26ページを御覧ください。町道の整備や

地域公共交通支援事業を３．事業計画とし

て上げています。 

  27ページを御覧ください。第６章 生活環

境の整備です。 

  28ページを御覧ください。上水道、消

防・救急業務、し尿及びごみ処理施設等の

整備について、２．その対策として記載し

ています。 

  29ページを御覧ください。上下水道、廃

棄物処理施設等それぞれの事業に対する繰

出金や負担金等を３．事業計画として上げ

ています。 

  31ページを御覧ください。第７章 子育て

環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上

及び増進です。 

  32ページを御覧ください。子育て、福祉、

地域保健について２．その対策として情報

通信技術の活用等による子育て支援体制や

高齢者が自発的に地域活動に参加できる仕

組み、場づくり、地域関係機関との連携に

よる障害者支援体制の充実等を位置づけて

います。 

  33ページを御覧ください。認定こども園

の整備や老人福祉施設等関係施設の整備事

業を３．事業計画としています。 

  36ページをお開きください。第８章 医療

の確保です。国保診療所を初めとした町内

医療機関の確保、充実及び広域連携による

救急医療の確保を２．その対策としていま

す。 

  37ページを御覧ください。診療所施設整

備に係る特別会計への繰出金事業等を３．

事業計画としています。 

  38ページを御覧ください。第９章 教育の

振興です。38ページ及び39ページにかけて

ソフト・ハードの両面において小中学校教

育の充実、生涯学習、スポーツの振興を２．

その対策としています。 

  39ページを御覧ください。小中一貫校整

備事業や生涯学習施設等の整備事業を３．

事業計画としています。 

  41ページを御覧ください。第10章 集落の

整備です。自治会活動や自主防災組織への

支援を２．その対策としています。 

  42ページを御覧ください。自治会館への

整備費補助等を３．事業計画としています。 

  43ページを御覧ください。第11章 地域文

化の振興等です。文化財、郷土資料館の活

用や地域の方々による文化活動の支援を２．

その対策としています。 

  44ページを御覧ください。郷土資料館整

備事業等を３．事業計画としています。 

  45ページを御覧ください。第12章 再生可

能エネルギーの利用の促進です。公共施設

への再生可能エネルギー設備の導入等を２．

その対策としています。 

  46ページを御覧ください。再生可能エネ

ルギー施設の整備事業を３．事業計画とし

ています。 
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  47ページを御覧ください。第13章 その他

地域の持続的発展に関し必要な事項として

持続可能な財政運営を上げています。 

  説明は以上です。よろしく御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

 日程第14「第41号議案 令和４年度豊能町

一般会計補正予算（第４回）」の件を議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  それでは、第41号議案、令和４年度豊能

町一般会計補正予算の件につきまして、そ

の提案理由の御説明を申し上げます。 

  第41号議案、一般会計補正予算書ファイ

ルを御覧ください。 

  令和４年度豊能町一般会計補正予算（第

４回）であります。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ１億7,253万8,000円

を増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ83億6,638万9,000円とするもの

でございます。 

  補正後の款項の区分及び歳入歳出予算の

金額は、４ページから５ページの「第１表 

歳入歳出予算補正」に記載のとおりでござ

います。 

  ６ページを御覧ください。次に、第２表

といたしまして継続費補正（変更）でござ

います。小中一貫校施設整備事業におきま

して、令和２年度から令和４年度まで継続

費の設定を行っておりましたが、令和５年

度まで継続費の期間の変更を行うものでご

ざいます。 

  ７ページを御覧ください。第３表といた

しまして債務負担行為の補正でございます。

債務負担行為補正（追加）でございますが、

本庁舎警備等委託事業につきまして、債務

負担行為を設定するものでございます。 

  次に、債務負担行為補正（変更）でござ

いますが、窓口収納円滑化事業につきまし

て、債務負担行為の期間を令和４年度から

令和８年度までを令和４年度から令和９年

度までに期間の変更を行うものでございま

す。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内

容につきまして御説明申し上げます。 

  最初に、歳出について御説明申し上げま

す。 

  14ページを御覧ください。款２．総務費、

項１．総務管理費、目11．自治振興費の４．

自治会運営支援事業でございますが、新光

風台自治会館の屋根修繕に係る補助金を補

正するものでございます。 

  次に款３．民生費、項１．社会福祉費、

目１．社会福祉総務費の７．障害者自立支

援事業、11．障害児福祉事務事業及び15．

子育て世帯臨時特別給付金給付事業でござ

いますが、事業費確定に伴う国への償還金

を補正するものでございます。 

  15ページを御覧ください。目２．老人福

祉費でございますが、介護保険特別会計事

業勘定繰出金事業の低所得者保険料軽減国

庫負担金及び府負担金の精算により過年度

分が交付されることに伴い、財源振替を行

うものでございます。 

  次に、項２．児童福祉費、目２．児童福

祉施設費の３．吉川保育所運営事業でござ

いますが、新型コロナウイルス感染症予防

対策物品の購入と物価高騰等に直面する保

護者の負担軽減のため、給食費支援分を補

正するものでございます。 

  16ページを御覧ください。款４．衛生費、

項１．保健衛生費、目２．予防費の４．新

型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業でございますが、事業費確定に伴う国へ
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の償還金を補正するものでございます。 

  次に、款10．教育費、項２．小学校費、

目１．学校管理費の２．小学校管理事業で

ございますが、物価高騰等に直面する保護

者の負担軽減のため、給食費補助金を補正

するものでございます。 

  17ページを御覧ください。項３．中学校

費、目１．学校管理費の２．中学校管理事

業でございますが、物価高騰等に直面する

保護者の負担軽減のため、給食費補助金を

補正するものでございます。 

  次に項４．幼稚園費、目１．幼稚園管理

費の３．ひかり幼稚園運営事業でございま

すが、物価高騰等に直面する保護者の負担

軽減のため、給食費補助金を補正するもの

でございます。 

  次に５．ふたば園運営事業でございます

が、新型コロナウイルス感染症予防対策物

品の購入と、物価高騰等に直面する保護者

の負担軽減のため、給食費支援分を補正す

るものでございます。 

  18ページを御覧ください。款13．災害復

旧費、項１．農林水産施設災害復旧費、目

１．耕地災害復旧費の１．耕地災害復旧事

業でございますが、先ほど第39号議案で御

説明申し上げました７月の豪雨で被災した

切畑、川尻地区の農業用施設災害復旧工事

に係る費用を補正するものでございます。 

  歳出の説明は以上でございます。次に歳

入について御説明申し上げます。 

  11ページを御覧ください。款14．分担金

及び負担金、項２．分担金、目１．災害復

旧費分担金でございますが、歳出のところ

で御説明申し上げました耕地災害復旧事業

に係る分担金でございます。 

  次に、款16．国庫支出金、項１．国庫負

担金、目１．民生費国庫負担金でございま

すが、歳出のところで御説明申し上げまし

た介護保険特別会計事業勘定繰出金事業に

係る財源振替分の国庫負担金でございます。 

  12ページを御覧ください。項２．国庫補

助金、目２．民生費国庫補助金、節２．児

童福祉施設費国庫補助金の１．保育対策総

合支援事業費補助金でございますが、歳出

のところで御説明申し上げました吉川保育

所運営事業の新型コロナウイルス感染症予

防対策物品の購入に係る国庫補助金でござ

います。 

  同じく２．新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金でございますが、歳

出のところで御説明申し上げました吉川保

育所運営事業の新型コロナウイルス感染症

予防対策物品の購入、給食費支援に係る国

庫補助金でございます。 

  目６．教育費国庫補助金、節３．幼稚園

費国庫補助金の２．保育対策総合支援事業

費補助金でございますが、歳出のところで

御説明申し上げましたふたば園運営事業の

新型コロナウイルス感染症予防対策物品の

購入に係る国庫補助金でございます。 

  同じく３．新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金でございますが、歳

出のところで御説明申し上げましたふたば

園運営事業の新型コロナウイルス感染症予

防対策物品の購入、給食費補助に係る国庫

補助金でございます。 

  節７．小学校費国庫補助金の１．新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金でございますが、歳出のところで御説明

申し上げました小学校管理事業の給食費補

助に係る国庫補助金でございます。 

  節８．中学校費国庫補助金の１．新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金でございますが、歳出のところで御説明

申し上げました中学校管理事業の給食費補

助に係る国庫補助金でございます。 

  続きまして款17．府支出金、項１．府負

担金、目２．民生費府負担金でございます
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が、歳出のところで御説明申し上げました

介護保険特別会計事業勘定繰出金事業に係

る財源振替分の府負担金でございます。 

  13ページを御覧ください。項２．府補助

金、目９．災害復旧費府補助金でございま

すが、歳出のところで御説明申し上げまし

た耕地災害復旧事業に係る府補助金でござ

います。 

  次に、款20．繰入金、項１．基金繰入金、

目１．財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正による財源調整として１億5,437

万円を増額するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが補正予算に

係る説明とさせていただきます。御審議い

ただき御決定賜りますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第15「第42号議案 令和４年度豊能

町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第１回）の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  第42号議案、令和４年度豊能町国民健康

保険特別会計事業勘定補正予算の件につい

て説明させていただきます。 

  今回の補正は、令和４年４月１日に施行

されました未就学児に係る被保険者均等割

保険料の減額に際し、交付金を請求するた

めに使用するシステムを改修する経費を増

額するものでございます。 

  それでは、補正予算書の３ページをお開

き願います。令和４年度豊能町国民健康保

険特別会計事業勘定補正予算（第１回）で

ございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ16万5,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28

億2,899万2,000円とするものでございます。 

  それでは、今回の補正内容につきまして

歳出より御説明申し上げます。９ページを

お開きくださいませ。款１．総務費、項１．

総務管理費、目１．一般管理費の16万5,000

円は、国保事業報告システムを改修し、未

就学児均等割保険料負担金申請作成システ

ムを追加するための費用を増額するもので

ございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。

８ページを御覧ください。款５．府支出金、

項１．府補助金、目２．保険給付費等交付

金の16万5,000円は、先ほど歳出で申し上げ

ましたシステム改修に要する費用について、

大阪府から交付される特別交付金でござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定いただきますようよろしくお願い

いたします。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第16「第43号議案 令和４年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第

１回）の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  第43号議案、令和４年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定補正予算の件について説

明させていただきます。 

  今回の補正につきましては、令和３年度

の介護保険給付費負担金等の精算によりま

す国並びに府等への償還金でございます。 

  それでは、補正予算書の３ページをお開

き願います。令和４年度豊能町介護保険特

別会計事業勘定補正予算（第１回）でござ

います。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ3,952万5,000円を増

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ24億9,616万4,000円とするものでござ
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います。 

  それでは、今回の補正内容につきまして

歳出より御説明申し上げます。９ページを

お開き願います。款７．諸支出金、項１．

償還金及び還付金、目２．国府等支出金償

還金の3,952万5,000円は、前年の介護保険

事業における給付実績等の精算により国府

等へ償還するものでございます。 

  次に歳入について説明申し上げます。８

ページを御覧願います。款８．繰越金、項

１．繰越金の3,952万5,000円は、令和３年

度決算における繰越金で、先ほど歳出で申

し上げました国府等への償還金の財源とす

るものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

きまして御決定いただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  ここで、議場換気のため10分間休憩をい

たします。再開は11時55分です。 

（午前11時44分 休憩） 

（午前11時55分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第17「第１号認定 令和３年度豊能

町一般会計歳入歳出決算の認定について」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  川村副町長。 

○副町長（川村哲也君） 

  それでは、第１号認定、令和３年度豊能

町一般会計歳入歳出決算の認定につきまし

て、概要を述べ提案説明とさせていただき

ます。 

  本件は地方自治法第233条第３項の規定に

より、別冊の監査委員の決算審査意見書を

付けて議会の認定に付すものでございます。 

  そういたしましたら、決算フォルダの令

和３年度決算フォルダのうち令和３年度決

算書一般会計ファイルに基づきまして御説

明申し上げます。 

  決算書の５ページを御覧ください。歳入

合計は85億2,074万2,815円、歳出合計は78

億7,968万6,283円で、差引残高６億4,105万

6,532円でございますが、予算繰越により翌

年度へ繰り越すべき額２億3,595万3,041円

を差引きした再差引き後の実質収支額は４

億510万3,491円の黒字となり、翌年度へ繰

り越すものでございます。 

  まず決算書の６ページから７ページの歳

入について御説明申し上げます。一般会計

の歳入合計は、７ページ左側にございます

収入済額最下段の85億2,074万2,815円で、

予算現額に対する収入率は94.7％となって

おります。なお、不納欠損額は176万7,326

円、収入未済額は１億154万7,699円となっ

ております。 

  歳入の主なものといたしまして、６ペー

ジを御覧ください。款１．町税でございま

す。令和３年度決算額は16億9,604万8,736

円で、前年度と比べて8,325万2,073円の減

となっております。軽自動車税、町たばこ

税は増加したものの、町民税、固定資産税

が大きく減少したことによるものでござい

ます。 

  ６ページ右側の款12．地方交付税でござ

います。決算額は28億3,129万4,000円で、

前年度と比べて２億8,858万5,000円の増と

なっております。 

  款16．国庫支出金でございます。決算額

は14億992万8,014円で、前年度と比べて13

億9,772万4,614円の減となっております。

その主な要因といたしましては、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫

補助金などによる増要素がありましたが、

令和２年度の特別定額給付金給付事業費補

助金の19億2,050万円が減となったことが大

きく影響し、減少となってございます。 
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  次に７ページ左側にあります、款20．繰

入金でございます。決算額は３億7,555万

2,000円で、前年度と比べて１億 2,793万

6,764円の増となっております。その主な要

因といたしましては、財政調整基金繰入金

が３億円で、前年度の１億円より２億円の

増、文化振興基金が3,355万円で、前年度の

1,900万円より1,455万円の増、退職手当基

金繰入金が 2,000万円で、前年度の１億

1,500万円より9,500万円の減などによるも

のでございます。 

  款21．繰越金でございます。こちらは前

年度からの繰越金で、決算額は２億8,819万

7,432円で、前年度と比べて１億 4,711万

2,165円の増となっております。 

  最後に、款23．町債でございます。決算

額は６億8,631万2,000円で、前年度と比べ

て２億8,191万1,000円の増となっており、

その主な要因といたしましては、小中一貫

校施設整備事業債を新規で借入れたほか、

体育施設整備事業債などの各種事業債や臨

時財政対策債借換債の増によるものでござ

います。 

  以上が歳入の主なものでございます。 

  続きまして、７ページの左側から８ペー

ジにかけての歳出について御説明申し上げ

ます。 

  一般会計の歳出合計ですが、８ページ右

側の支出済額最下段の78億7,968万6,283円

で、予算現額に対する執行率は87.5％とな

っております。予算繰越額は５億4,868万

5,594円、不用額は５億7,305万5,423円でご

ざいます。歳出の主なものでございますが、

７ページ右側の款２．総務費は、決算額14

億2,699万9,403円で、執行率は87.1％でご

ざいます。前年度と比べまして16億5,504万

4,778円の減となっております。その主な要

因といたしましては、前年度の特別定額給

付金19億2,050万円の減によるものでござい

ます。なお、翌年度繰越額１億 4,310万

6,553円は、住民税非課税世帯などに対する

臨時特別給付金給付事業、戸知山周辺整備

事業、引っ越しワンストップサービス導入

事業でございます。 

  款３．民生費につきましてですが、決算

額21億108万5,084円で、執行率は93％でご

ざいます。前年度と比べまして２億1,113万

2,242円の増となっております。その主な要

因といたしましては、子育て世帯への臨時

給付金給付事業の１億3,804万9,163円の増

によるものでございます。なお、翌年度繰

越額2,576万6,000円は、地域密着型サービ

ス等整備等事業助成事業、子育て世帯への

臨時特別給付金給付事業でございます。 

  款４．衛生費でございますが、決算額11

億2,230万7,227円で、執行率は85.5％でご

ざいます。前年度と比べまして２億1,067万

3,614円の増となっております。その主な要

因といたしましては、新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業の２億9,585万

3,263円の増によるものでございます。 

  款６．農林水産業費は、決算額9,266万

7,226円で、執行率は93.3％でございます。

前年度と比べまして386万4,277円の減とな

ってございます。その主な要因といたしま

しては、農業委員会運営事業、農×観光戦

略推進事業の減によるものでございます。

なお、翌年度繰越額160万円は、牧地区ほ場

整備事業でございます。 

  ８ページ左側になります。款８．土木費

でございますが、決算額４億8,801万1,591

円で、執行率は83.7％でございます。前年

度と比較いたしまして5,450万4,608円の増

となっております。主な要因といたしまし

ては、道路舗装事業や橋梁長寿命化等事業

が増になったことによるものでございます。

翌年度繰越額2,545万8,000円は、道路舗装

事業、町道等維持補修事業でございます。 
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  款９．消防費でございますが、決算額は

３億4,105万3,789円で、執行率は96.8％で

ございます。 

  款10．教育費でございますが、決算額13

億6,259万2,758円で、執行率は86％でござ

います。前年度と比較いたしまして２億

1,674万4,198円の増となっております。そ

の主な要因といたしましては、東地区小中

一貫校施設改修工事の１億4,960万円の増、

東ときわ台小学校屋上防水工事の6,270万円

の増でございます。なお、翌年度繰越額１

億5,671万25円の主なものは、小中一貫校施

設整備事業、ふたば園施設整備事業でござ

います。 

  款11．災害復旧費でございます。決算額

１億8,827万2,884円で、前年度と比べまし

て689万5,358円の減となっており、執行率

は48.4％でございます。こちらにつきまし

ては、公共土木施設災害復旧事業が増とな

りましたけれども、公園施設災害復旧事業

と耕地災害復旧事業が翌年度繰越総額１億

9,604万5,016円になったことによるもので

ございます。 

  最後に、８ページ右側になりますが、款

12．公債費でございますが、決算額６億

2,937万7,763円で、執行率は100％でござい

ます。前年度と比較いたしまして3,302万

4,841円の増となっており、その主な要因と

いたしましては、借換債の元金一括償還の

増によるものでございます。 

  なお、地方自治法施行令の第166条第２項

に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実

質収支に関する調書につきましては、この

サイドブックスになりますが、９ページ以

降106ページまで、財産に関する調書につき

ましては、別ファイルになりますけれども、

令和３年度決算書、特別会計基金公有財産

の85ページ以降から97ページまでに記載し

ております。また、決算の別フォルダに格

納してございますが、令和３年度事業評

価・主要施策成果報告書も併せて御参照い

ただきますようお願い申し上げます。 

  以上、簡単ではございますが決算概要の

説明とさせていただきます。御審議いただ

き御認定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第18「第２号認定 令和３年度豊能

町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  それでは、御説明申し上げます前に、サ

イドブックスのフォルダもう一度お戻りい

ただきまして、令和３年度の決算書、特別

会計・基金・公有財産のフォルダをお開き

願いたいと思います。以降、特別会計にな

りますので、そちらのフォルダを参照いた

だきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

  それでは、第２号認定、令和３年度豊能

町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算の認定につきまして、提案の御説明を

申し上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第233条

第３項の規定によりまして、議会の認定に

付するものでございます。 

  それでは、決算書の211ページをお開き願

います。歳入合計28億2,408万470円。歳出

合計27億5,502万2,239円で、差引残高6,905

万8,231円を翌年度に繰り越すものでござい

ます。 

  続きまして212ページをお開き願います。

歳入でございます。款１．国民健康保険料

は、予算現額５億7,185万3,000円、調定額

５億8,267万2,400円に対しまして、収入済

額５億5,449万2,026円、不納欠損額158万
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2,200円、収入未済額2,659万8,174円でござ

います。 

  款２．国民健康保険税は、予算現額494万

6,000円、調定額1,994万9,584円に対し、収

入済額299万9,869円、不納欠損額83万8,500

円、収入未済額1,611万1,215円でございま

す。 

  款３．使用料及び手数料でございますが、

予算現額20万1,000円に対し、調定額、収入

済額とも９万300円で、これは保険料等徴収

によります督促手数料でございます。 

  款４．国庫支出金は予算計上してござい

ませんが、調定額、収入済額とも 184万

1,000円であり、これは保険料のコロナ減免

に対する国庫補助金でございます。 

  款５．府支出金は予算現額19億6,976万円

に対し、調定額、収入済額とも20億971万

2,577円であり、これは保険給付費に対する

交付金等でございます。 

  款６．繰入金ですが、予算現額１億9,266

万円に対し、調定額、収入済額とも１億

8,866万4,090円で、これは一般会計からの

繰入金及び財政調整基金繰入金でございま

す。 

  款７．繰越金は予算現額6,546万4,000円

に対しまして、調定額、収入済額とも6,546

万3,340円で、前年度からの繰越金でござい

ます。 

  款８．諸収入は予算現額１万円に対し調

定額、収入済額とも81万7,268円で、これは

保険料の納付に係る延滞金等の収入でござ

います。 

  款９．財産収入は、予算減額1,000円でご

ざいますが、収入はございませんでした。 

  次に歳出について御説明を申し上げます。

214ページをお開き願います。款１．総務費

でありますが、予算現額3,160万6,000円に

対し、支出済額2,957万6,594円で、この経

費は職員の人件費と国民健康保険事務事業

の管理運営費、保険料の賦課徴収等の事務

及び国保運営協議会に要した経費でござい

ます。 

  款２．保険給付費は予算現額19億4,682万

1,689円に対し、支出済額19億3,907万5,887

円で、療養諸費、高額療養費等の給付費に

要した経費でございます。 

  款３．国民健康保険事業費納付金は、予

算現額７億4,175万7,000円に対し、支出済

額７億4,175万4,846円で、大阪府が決定し

た標準保険料率などにより本町に割り当て

られました額を大阪府に納めたものでござ

います。 

  款４．共同事業拠出金は、予算現額1,000

円に対し、支出済額46円であり、退職者医

療共同事業費として国保連合会に拠出した

経費でございます。 

  款５．保健事業費は、予算現額3,577万

6,000円に対し、支出済額3,436万3,066円で、

特定健康診査及び国保ヘルスアップ事業等

に要した経費でございます。 

  款６．基金積立金、款７．公債費につき

ましては執行額はございません。 

  款８．諸支出金は、予算現額1,228万円に

対しまして、支出済額1,025万1,800円で、

これは保険料の還付金及び診療所施設勘定

への繰出金等でございます。 

  款９の予備費については執行額はござい

ません。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御認定いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第19「第３号認定 令和３年度豊能

町国民健康保険特別会計診療所施設勘定歳

入歳出決算の認定について」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（小森 進君） 

  第３号認定、令和３年度豊能町国民健康

保険特別会計診療所施設勘定歳入歳出決算

の認定につきまして、提案の御説明を申し

上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第233条

第３項の規定によりまして、議会の認定に

付するものでございます。 

  それでは、決算書の253ページをお開き願

います。歳入合計１億319万626円、歳出合

計9,548万6,399円で、差引残高770万4,227

円を翌年度に繰り越すものでございます。 

  続きまして254ページ、255ページをお開

き願います。まず歳入でございます。款１．

診療収入は、予算現額6,167万3,000円に対

し、調定額、収入済額とも6,064万9,319円

で、これは内科、歯科の診療収入でござい

ます。 

  次の款２．使用料及び手数料は、予算現

額４万9,000円で、調定額、収入済額とも４

万7,007円となってございます。これは診断

書等の手数料及び職員駐車場の使用料収入

でございます。 

  款３．繰越金は、予算現額49万8,420円に

対し、調定額、収入済額ともに822万766円

で、前年度の繰越金でございます。 

  款４．繰入金は、予算現額4,456万1,000

円に対しまして、調定額、収入済額とも

3,381万7,546円で、一般会計及び国民健康

保険特別会計事業勘定からの繰入金でござ

います。 

  款５．諸収入は、予算現額30万1,000円に

対し、調定額、収入済額とも45万5,988円で

ございます。これは薬の容器代等の雑収入

でございます。 

  次に歳出について御説明申し上げます。

款１．総務費でございます。予算現額7,666

万2,720円に対しまして、支出済額6,946万

3,420円でございます。これは職員人件費及

び診療所の管理運営に要した経費でござい

ます。 

  次の款２．医業費は、予算現額2,982万

6,000円に対しまして、支出済額 2,602万

2,979円で、これは薬剤費及び医療用消耗器

材費等に要した経費でございます。 

  款３の予備費につきましては執行額はご

ざいません。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

認定いただきますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第20「第４号認定 令和３年度豊能

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  第４号認定、令和３年度豊能町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定につき

まして、提案の御説明を申し上げます。 

  本件につきましても、地方自治法第233条

第３項の規定により、議会の認定に付する

ものでございます。 

  それでは、決算書の273ページをお開き願

います。歳入合計５億9,904万538円、歳出

合計５億7,877万4,207円、差引残高2,026万

6,331円を翌年度に繰り越すものでございま

す。 

  続きまして274、275ページをお開き願い

ます。まず歳入でございます。款１．後期

高齢者医療保険料は、予算現額５億3,739万

4,000円。調定額５億2,363万1,453円に対し、

収入済額が５億2,030万821円、不納欠損額

134万6,937円、収入未済額が198万3,695円

であります。 

  款２．使用料及び手数料では、予算現額

４万1,000円に対しまして、調定額、収入済

額とも２万5,100円で、これは保険料徴収に
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係ります督促手数料の収入でございます。 

  款３．繰入金は、予算現額6,044万8,000

円に対しまして、調定額、収入済額とも

6,021万1,674円で、一般会計からの繰入金

でございます。 

  款４．繰越金は、予算現額1,645万8,000

円で、調定額、収入済額とも1,850万2,943

円で、これは前年度からの繰越金でござい

ます。 

  次に、歳出の御説明をいたします。款１．

総務費は、予算現額53万6,000円に対しまし

て、支出済額は32万6,012円であり、これは

賦課徴収事務等に要した経費でございます。 

  款２．後期高齢者医療広域連合納付金は、

予算現額５億9,730万6,000円に対し、支出

済額５億7,718万1,373円で、これは保険基

盤安定負担金及び保険料等収納額相当額の

負担金でございます。 

  款３．諸支出金は、予算現額126万7,822

円に対し、支出済額126万6,822円でござい

ます。これは保険料の還付金でございます。 

  款４の予備費につきましては執行額はご

ざいません。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

認定いただきますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第21「第５号認定 令和３年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算

の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  小森保健福祉部長。 

○保健福祉部長（小森 進君） 

  第５号認定、令和３年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定につ

きまして、提案の御説明を申し上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第233条

第３項の規定により、議会の認定に付する

ものでございます。 

  それでは、決算書の291ページをお開き願

います。まず歳入でございます。款１．保

険料、予算現額５億9,003万5,000円、調定

額６億3,485万1,429円に対しまして、収入

済額６億2,895万6,912円、不納欠損額142万

3,139円、収入未済額447万1,378円で、これ

は第１号被保険者による介護保険料収入で

ございます。 

  款２．使用料及び手数料は、予算現額

1,229万1,000円、調定額、収入済額とも

1,514万3,354円で、これは新予防給付ケア

マネジメント手数料及び介護保険料の督促

手数料収入でございます。 

  款３．国庫支出金は、予算現額４億6,624

万9,000円に対し、調定額、収入済額とも４

億3,149万517円で、これは介護給付費、介

護予防事業費等に対する国庫負担金、補助

金並びに交付金でございます。 

  款４．支払基金交付金は、予算現額５億

8,774万円に対しまして、調定額、収入済額

とも５億3,751万9,000円で、これにつきま

しても介護給付費及び介護予防事業費等に

対する交付金で、第２号被保険者保険料に

よる交付金でございます。 

  款５．府支出金は、予算現額２億8,103万

8,000円に対しまして、調定額、収入済額と

も２億8,908万3,805円で、これも介護給付

費及び介護予防事業費等に対する府負担金

並びに補助金でございます。 

  款６．繰入金でございます。予算現額３

億6,577万6,000円に対しまして、調定額、

収入済額とも３億2,569万4,657円であり、

一般会計からの繰入金でございます。 

  款７．諸収入は、予算現額12万6,000円に

対しまして、調定額、収入済額とも85万

1,209円であり、第三者納付金などの雑入や

延滞金等でございます。 

  款８．繰越金は、予算現額１億3,990万

7,000円に対しまして、調定額、収入済額と
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も１億3,990万7,815円で、令和２年度から

の繰越金でございます。 

  款９．財産収入は予算計上ありませんで

したが、調定額、収入済額とも64万円で、

これは介護給付費準備基金の債券運用に係

る利息でございます。 

  次に、歳出について御説明申し上げます。

294ページ並びに295ページを御覧ください

ませ。款１．総務費は、予算現額6,668万

9,000円に対しまして、支出済額5,065万709

円で、この経費は介護保険事業事務費管理

運営及び保険料賦課徴収等の事務に要した

経費でございます。 

  款２．保険給付費は、予算現額20億8,576

万2,000円に対し、支出済額19億275万4,864

円で、介護サービス費、介護予防サービス

費、高額介護サービス費、特定入所者介護

サービス費及び支払手数料、審査支払手数

料等に要した経費でございます。 

  款３．財政安定化基金拠出金は、大阪府

に設置されております財政安定化基金に拠

出する経費でございますが、前年度に引き

続きまして令和３年度におきましても支出

額はございません。 

  款４．地域支援事業費は、予算現額１億

4,987万5,000円に対しまして、支出済額１

億3,500万4,173円で、これは介護予防事業

並びに包括的支援事業に要した経費でござ

います。 

  款５．基金積立金は、予算現額１億374万

1,000円に対しまして、支出済額１億374万

608円で、これは介護給付費準備基金への積

立金でございます。 

  款６．公債費につきましては執行額はご

ざいません。 

  款７．諸支出金は、予算現額 2,709万

3,000円に対しまして、支出済額 2,671万

6,540円で、これは介護保険料の還付金、国

府支払基金等への償還に要した経費でござ

います。 

  款８．予備費につきましては支出額はご

ざいません。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

きまして御認定いただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  日程第22「第６号認定 令和３年度豊能

町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  それでは、第６号認定、令和３年度豊能

町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

につきまして、地方自治法第233条第３項の

規定により、別紙監査委員の意見を付けて

議会の認定に付するものでございます。 

  それでは、引き続き決算書の341ページを

お開き願います。令和３年度下水道事業特

別会計の決算は、歳入合計４億 4,670万

8,791円、歳出合計４億1,017万987円で、差

引残額3,653万7,804円を翌年度に繰り越し

するものでございます。 

  それでは、歳入より御説明いたします。

342ページを御覧ください。まず款１．分担

金及び負担金は、予算現額1,000円、調定額

５万4,800円、収入済額ゼロ円で、収入未済

額は５万4,800円でございます。これは東地

区内１件分の下水道負担金でございます。 

  続いて款２．使用料及び手数料は、予算

現額２億4,832万4,000円、調定額２億6,262

万1,115円、収入済額２億6,127万4,591円で、

収入未済額は133万7,864円でございます。

これは下水道使用料と指定工事店登録手数

料などの手数料でございます。なお、収入

未済額でございますが、令和４年８月末現

在で70万310円となっております。 

  続いて款３．国庫支出金については、予
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算現額500万円、調定額・収入済額とも500

万円でございます。これはストックマネジ

メント計画に基づく点検調査業務に係りま

す国の社会資本整備総合交付金でございま

す。 

  款４．財産収入は、予算現額３万3,000円、

調定額、収入済額とも３万3,270円でござい

ます。これは基金の運用益でございます。 

  款５．繰入金は、予算現額１億5,871万

9,000円、調定額、収入済額とも１億1,351

万1,608円でございます。これは一般会計及

び下水道建設基金からの繰入でございます。 

  款６．繰越金は、予算現額67万7,500円、

調定額、収入済額とも2,690万1,713円でご

ざいます。これは前年度繰越金でございま

す。 

  款７．諸収入は、予算現額4,000円、調定

額、収入済額とも８万7,609円でございます。

これは流域下水道事業負担金の精算金など

でございます。 

  款８．町債は、予算現額5,000万円、調定

額、収入済額とも3,990万円でございます。

これは流域下水道債と下水道事業債でござ

います。 

  次に、歳出についての御説明をします。

343ページを御覧ください。款１．下水道費

は、予算現額２億8,617万7,500円、支出済

額２億3,587万7,970円でございます。これ

は、消費税に係る公課費のほか、下水道の

事務管理に要した経費と職員の人件費、そ

れから流域下水道維持管理負担金など、下

水道施設の維持管理に要した経費、それか

らストックマネジメント計画に基づく点検

調査や流域下水道事業建設負担金など、下

水道施設の整備に要した経費でございます。 

  続いて款２．公債費は、予算現額１億

7,558万 1,000円、支出済額１億 7,429万

3,017円でございます。これは償還金の元金

及び利子でございます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

認定くださいますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（管野英美子君） 

  提案理由の説明は以上で終了いたします。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会といたします。 

  次回は、９月６日午前９時30分より会議

を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後０時40分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

第５号報告 専決処分の報告の件（和解及び損害賠償の額を定めることに 

      ついて） 

第30号議案 豊能町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ 

      て 

第35号議案 職員の定年等に関する条例改正の件 

第31号議案 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

      整備に関する条例制定の件 

第32号議案 豊能町職員の降給に関する条例制定の件 

第33号議案 豊能町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例 

      制定の件 

第34号議案 豊能町議会議員及び豊能町長の選挙における選挙運動の公費 

      負担に関する条例改正の件 

第36号議案 豊能町職員の育児休業等に関する条例改正の件 

第37号議案 豊能町税条例等改正の件 

第38号議案 豊能町後期高齢者医療に関する条例改正の件 

第39号議案 豊能町農地災害復旧事業の施行について 

第40号議案 豊能町過疎地域持続的発展計画を定めることについて 

第41号議案 令和４年度豊能町一般会計補正予算（第４回）の件 

第42号議案 令和４年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（ 

      第１回）の件 

第43号議案 令和４年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算（第１ 

      回）の件 

第１号認定 令和３年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第２号認定 令和３年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

      算の認定について 

第３号認定 令和３年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定歳入 

      歳出決算の認定について 

第４号認定 令和３年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 

      定について 
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第５号認定 令和３年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の 

      認定について 

第６号認定 令和３年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

      ついて 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ７番 

 

        同    ８番 

 

 

 

 


